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平成３０年３月２６日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成２８年（ワ）第１２８０７号 特許権侵害差止等請求事件 

口頭弁論終結日 平成３０年１月２９日 

判         決 

原       告     株式会社鳥越樹脂工業 5 

原       告     株 式 会 社 富 士 

上記２名訴訟代理人弁護士  竹 内 裕 詞 

同             寺 島 隆 宏 

同             遠 山 圭 一 

同訴訟代理人弁理士     中 村 繁 元 10 

 

被       告     株 式 会 社 大 創 産 業 

同訴訟代理人弁護士     山 田 延 廣 

同             藤 井  裕 

同             寺 本 佳 代 15 

同             工 藤 勇 行 

 

被告補助参加人       近畿用品製造株式会社 

同訴訟代理人弁護士     須 田 政 勝 

同             坂 本 佳 子 20 

同補佐人弁理士       藤 本  昇 

同             北 田  明 

同             山  本  み ど り 

主         文 

 １ 原告らの請求をいずれも棄却する。 25 

 ２ 訴訟費用及び参加によって生じた費用は，原告らの負担とする。 
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事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

１ 原告株式会社鳥越樹脂工業による請求 

(1) 被告は，別紙「被告製品目録」記載(1)の洗浄剤用泡だて器「ほいっぷるん」

を製造し，使用し，譲渡し，貸し渡し，輸出し，又は譲渡若しくは貸し渡しの申出5 

をしてはならない。 

(2) 被告は，別紙「被告製品目録」記載(1)の洗浄剤用泡だて器「ほいっぷるん」

を廃棄せよ。 

(3) 被告は，原告株式会社鳥越樹脂工業に対し，２０００万円及びこれに対す

る平成２９年３月１２日から支払済みまで年５％の割合による金員を支払え。 10 

２ 原告株式会社富士による請求 

被告は，原告株式会社富士に対し，２０００万円及びこれに対する平成２９年３

月１２日から支払済みまで年５％の割合による金員を支払え。 

３ 原告らによる請求 

被告は，別紙「謝罪広告要領」記載の謝罪広告を，読売新聞，朝日新聞，毎日新15 

聞，日本経済新聞，産経新聞の全国版及び中日新聞の朝刊社会面に，別紙「掲載要

領」記載の方法にて，各１回掲載せよ。 

第２ 事案の概要等 

１ 事案の概要 

本件は，①発明の名称を「洗浄剤用泡だて器」とする発明に係る特許権を有して20 

いる原告株式会社鳥越樹脂工業（以下「原告鳥越」という。）が，被告に対し，被

告が製造，販売する別紙「被告製品目録」記載(1)の製品（以下「被告製品１」とい

う。）が当該発明の技術的範囲に属するとして，(a)特許法１００条１項に基づき，

被告製品１の製造，譲渡等の差止めを，(b)同条２項に基づき，被告製品１の廃棄を，

(c)同法１０６条に基づき，謝罪広告の掲載を，(d)特許権侵害の不法行為に基づき，25 

損害（平成２８年６月１日から同年８月６日までの９２５万９７１２円）の賠償及
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びこれに対する不法行為の後の日である平成２９年３月１２日（訴状送達日の翌日）

から支払済みまで民法所定の年５％の割合による遅延損害金の支払を請求するとと

もに，②「あわわ」，「ａｗａ ｈｏｕｒ」という製品名の洗浄剤用泡だて器（以

下「原告製品」という。）を開発・製造・販売したと主張する原告鳥越及び原告株

式会社富士（以下「原告富士」という。）が，被告に対し，被告が製造，販売する5 

被告製品１及び別紙「被告製品目録」記載(2)の製品（以下「被告製品２」といい，

被告製品１と合わせて「被告製品」ということがある。）は原告製品の形態を模倣

したものである（不正競争防止法２条１項３号）として，それぞれ，(a)同法４条１

項に基づき，損害の一部（原告鳥越については平成２８年６月１日から同年１０月

３１日までの２５２０万７９５２円の損害の一部である２０００万円，原告富士に10 

ついては同期間の損害３３６５万２５７５円の一部である２０００万円）の賠償及

びこれに対する不法行為の後の日である平成２９年３月１２日（訴状送達日の翌日）

から支払済みまで民法所定の年５％の割合による遅延損害金の支払を，(b)同法１４

条に基づき，謝罪広告の掲載を請求した事案である。なお，原告鳥越の①(d)と②

(a)の損害賠償請求は請求額が①(d)の限度で選択的併合であり，同原告の①(c)と②15 

(b)の謝罪広告掲載請求は選択的併合である。 

２ 前提事実（当事者間に争いがないか，後掲証拠又は弁論の全趣旨により容易

に認められる事実） 

(1) 当事者等 

ア 原告鳥越は，プラスチック製の家庭用品の設計及び製作並びに販売等を20 

業とする株式会社である。 

イ 原告富士は，装粧品の卸販売等を業とする株式会社である。 

ウ 被告は，日用雑貨の卸売，小売及び輸出入等を業とする株式会社であり，

いわゆる１００円ショップと呼ばれる店舗を全国に展開している。 

   エ 被告補助参加人は，日用雑貨品の卸売業及び小売業等を目的とする株式25 

会社である。 
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(2) 原告鳥越の有する特許権（甲１，２） 

原告鳥越は，以下の特許（以下「本件特許」という。）に係る特許権（以下

「本件特許権」という。本件特許に係る発明を「本件発明」，本件特許の出願の願

書に添付された明細書及び図面をまとめて「本件明細書」という。）を有する。本

件明細書の記載は本判決添付の特許公報のとおりである。 5 

特許番号     第５９５７０１９号 

発明の名称    洗浄剤用泡だて器 

出願日      平成２６年１月２８日 

出願番号     特願２０１４－１３８２６ 

公開日      平成２７年８月３日 10 

登録日      平成２８年６月２４日 

特許公報の発行日 平成２８年７月２７日 

特許請求の範囲  本判決添付の特許公報のとおり 

(3) 本件発明１の構成要件の分説 

本件特許の請求項１に係る発明（以下「本件発明１」という。）の構成要件は，15 

次のとおり分説される（以下，各構成要件を「構成要件Ａ」などという。）。 

Ａ 上方に開口が形成され内部に洗浄剤と湯水とを収容する収容空間が形成さ

れた容器本体と， 

Ｂ この容器本体の上端側中途部に載置又は係止され下方に移動することが規

制されてなるとともに中央又はその近傍には挿通穴が形成された蓋体と， 20 

Ｃ 上端には昇降操作部が形成され，中途部は上記蓋体に形成された挿通穴に

挿通されてなる昇降操作棒と， 

Ｄ この昇降操作棒の下端に配置されてなるとともに，洗浄剤及び泡が通過す

る多数の貫通穴が形成された昇降板と，を備えてなるとともに， 

Ｅ 上前昇降板の下面には，固形石鹸と摺接させることにより該固形石鹸を削25 

ぎ取る削ぎ取り部が形成されてなる 
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Ｆ ことを特徴とする洗浄剤用泡だて器。 

(4) 原告製品の製造，販売等 

原告鳥越は原告製品を開発して製造し，遅くとも平成２６年５月３１日以降，

これを原告富士に販売して納品している。そして，原告富士は，遅くとも同年６月

以降，原告製品を販売している。 5 

原告製品の形態は，別紙「原告製品・被告製品の形態」１ないし３の「原告商品

形態図」及び同「原告商品と被告商品の形態対比表」の「原告実施品」のとおりで

ある。 

(5) 被告の行為及び被告製品等 

ア 被告製品１ 10 

被告製品１は，被告補助参加人が製造して被告に販売し，被告は，遅くとも

平成２８年５月２８日から少なくとも同年８月６日まで，被告製品１を業として販

売した。 

被告製品１の構造・構成は，別紙「被告製品１説明書」記載のとおりであり（な

お，同別紙で引用されている別紙「イ号物件説明図」は被告製品１の説明図であり，15 

別紙「突部図面」の「イ号物件」とは被告製品１のことである。），被告製品１は本

件発明１の構成要件Ａ，Ｃ，Ｄ及びＦを充足する。また，被告製品１の形態は，別

紙「原告製品・被告製品の形態」１ないし３の「被告商品形態図(1)」及び同「原告

商品と被告商品の形態対比表」の「被告実施品」のとおりである。 

イ 被告製品２ 20 

被告製品２は，被告補助参加人が製造して被告に販売し，被告は，平成２８

年７月以降，現在まで，被告製品２を業として販売している。 

被告製品２の昇降板の下面には突部が設けられておらず，被告製品１とはこの部

分の形態が異なるが，その他の部分の形態は被告製品１と同じである（別紙「原告

製品・被告製品の形態」１ないし３の「被告商品形態図(2)」参照）。 25 

３ 争点 
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(1) 特許権関係 

ア 被告製品１は本件発明１の技術的範囲に属するか（争点１） 

(ｱ) 構成要件Ｂの充足性（争点１－１） 

(ｲ) 構成要件Ｅの充足性（争点１－２） 

イ 被告の過失の有無（争点２） 5 

ウ 特許権侵害に係る原告鳥越の損害額（争点３） 

(2) 不正競争防止法関係 

ア 被告製品は原告製品の形態を模倣したものか（争点４） 

イ 原告富士による請求の可否（争点５） 

ウ 不正競争防止法違反に係る原告らの損害額（争点６） 10 

  (3) 両請求共通 

   ア 被告製品１の製造，譲渡等のおそれ（差止めの必要性）（争点７） 

   イ 謝罪広告の要否（争点８） 

第３ 争点に関する当事者等の主張 

１ 争点１－１（被告製品１は本件発明１の技術的範囲に属するか（構成要件Ｂ15 

の充足性））について 

（原告鳥越の主張） 

(1) 「容器本体の上端側中途部」について 

ア 本件特許においては，蓋体が本体と一体となって固定され，容器内に泡

を形成する作業空間を確保するとともに，蓋体の挿通穴に挿通された昇降棒の下端20 

に配置された昇降板が容器内で安定的に昇降できるようにすることに意味がある。

このような作用効果を確保するために，蓋体が載置又は係止する容器本体の上端側

中途部が容器の内部にあるか外部にあるかは違いがない。 

被告及び被告補助参加人は，泡の圧縮作用を行うには，容器本体内の上端側中途

部に蓋体が載置又は係止されなければならないと主張するが，本件発明は蓋体が載25 

置又は係止される位置と昇降板との距離に関しては特に問題としておらず，容器本
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体外で蓋体が載置又は係止されても，泡の圧縮作用の効果は変わらない。 

 イ 構成要件Ｂには，蓋体が載置又は係止するのが容器本体の上端側中途部

の内部か外部かを限定する記載は一切ない。本件明細書でも，容器本体の内部に限

定する部分は，「容器本体内」などと記載されており，「容器本体」と表現している

部分は，内面と外面を区別していないから，「容器本体」は内面も外面も併せて解5 

釈されるべきである。 

 ウ 被告及び被告補助参加人は，原告鳥越の解釈によるとサポート要件違反

や実施可能要件違反となる旨主張しているが，本件発明で解決しようとした課題は，

容器から泡を取り出す際の操作性を優れたものにするというものであるところ，本

件発明はこの課題について，蓋体を「容器本体の上端側中途部に載置又は係止」す10 

る手法を用いて解決をしており，本件発明の構造では，蓋体を上方に持ち上げるな

どすれば簡単に泡にアクセスできるようになるし，片手での操作も容易である。そ

して，本件特許の特許請求の範囲及び本件明細書では，「容器本体」と「容器本体

内」を区別しており，蓋体の載置又は係止位置に関しては「容器本体」と記載して

いて容器の内側とは限定していないし，上述した容器本体の上端側中途部に蓋体を15 

載置及び係止する理由に照らせば，載置及び係止する場所が容器の内側であるか外

側かで差がないから，サポート要件違反等とはならない。 

 エ 被告及び被告補助参加人のその余の主張は争う。 

オ 以上より，構成要件Ｂの「容器本体」は「容器本体内」に限定されず，

蓋体が容器本体外の上端側中途部に載置又は係止されていてもよいと解すべきであ20 

る。 

(2) 「載置又は係止され下方に移動することが規制されてなる…蓋体」につい

て 

蓋体が容器本体の上端側中途部に載置又は係止され，その位置から下方に蓋体

が移動することが制限されていることであり，被告及び被告補助参加人の下記主張25 

は否認し，争う。 
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(3) 被告製品１の構成 

被告製品１の蓋体はスカート部を有しているが，スカート部の上部内径は容器

の上端部の外径より小さいため，蓋体が容器上端部に載置しておらず，容器本体の

上端側中途部外側とスカート部の中途部内側が接触して載置又は係止している。 

そして，被告製品１の蓋体は，容器本体の上端側中途部から下方に移動すること5 

が規制されている。 

(4) したがって，被告製品１は構成要件Ｂを充足する。 

（被告及び被告補助参加人の主張） 

(1) 「容器本体の上端側中途部」について 

 ア 本件発明の主たる課題は細かい粒子径の泡を作り出すことにあり，より10 

細かい粒子径の泡を作り出すことができることに発明の本質と作用効果があり，構

成要件Ｂはそのために不可欠な構成要件で，発明の本質的部分である。 

蓋体に関し本件明細書には，容器本体の上端側中途部に蓋体が載置され又は係止

されていることから昇降板の上昇操作によって蓋体と昇降板との間で泡が圧縮され，

この昇降板の上下動操作によって，より細かい粒子径の泡を作り出すことができる15 

との作用効果の記載がある（【０００８】，【０００９】，【００２２】等）。そして，

蓋体が容器本体外に位置していると昇降板と蓋体との距離が長くなり，泡の圧縮作

用がスムーズに行えないばかりか，泡が容器本体外に漏出するおそれがあるから，

上記泡の圧縮作用を行うには，容器本体内の上端側中途部に蓋体が載置又は係止さ

れていなければならない。 20 

 イ 本件発明の実施例では，容器本体の「上端側中途部」とは，図３に示す

ように容器本体２の側板部２ｂの上端（波状部）よりも下方の位置，すなわち拡径

部２ｃの根元部を中途部と位置付けている。また，本件明細書の【０００９】には，

「上記容器本体内から昇降板及び蓋体を取り除き…」と記載されているし，本件明

細書には【００１８】及び【００４６】等のように，「容器本体」と「容器本体内」25 

の意義を厳格に表現せず，両者を明確に区別することなく同意義語として使用して
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いる記載が多々ある。 

これらの記載からすれば，本件発明における蓋体は容器本体内に載置又は係止さ

れていることが要件であって，容器本体外に蓋体を載置又は係止する構造は本件明

細書に記載ないし示唆されていないし，当業者は実施不可能でもあり，上記のよう

に解釈するのが相当である。 5 

  ウ 容器本体の上面開口部を開閉する蓋体として容器本体の上端部に外嵌合

するキャップ式の外蓋構造について，特許庁審査官が引用した公知文献（丙２・昭

６０－９７０３２の公開特許公報）の例の他に，丙４（昭４３－２０８４４の実用

新案公報）や丙５（特許第３３０４７３０号の特許公報）等の例があり，これは公

知であることから，容器本体内の上端側中途部に蓋体を載置又は係止させた，すな10 

わち中蓋（内蓋）構造としたことに本件発明の技術的意義があり，このことが新規

な特徴である。 

しかも，審査官は丙２の蓋体は，「容器本体の上端部に載置又は係止されるもので

あるため，本件発明のように容器本体内の上端側中途部に載置又は係止される蓋体

構造とは構成が相違する」と認定し，原告鳥越はこの認定に何ら反論することなく，15 

むしろ自認したうえで請求項１を補正し，構成要件Ｅを追加することによって本件

特許が登録された。 

   エ 以上より，「容器本体の上端側中途部」とは「容器本体内の上端から下方

の中途部」を意味することが明らかである。 

  (2) 「載置又は係止され下方に移動することが規制されてなる…蓋体」につい20 

て 

｢載置｣とは，「載せて置く」との意味であり，本件発明においては蓋体を載せて置

くことである以上，容器本体の上端側中途部に載置するとは，実施例に示すように，

容器本体内の上端側中途部である拡径部の根元部の段部に載置することである。ま

た，本件発明の実施例について，本件明細書には「蓋体３は…上記拡径部２ｃの下25 

端側の内径寸法よりもやや長い外形に成形されている」と記載され（【００３１】），
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この構成を当該実施例においては蓋体を係止すると説明していることから，蓋体は

容器本体内に係止されるものである。その上で，容器本体内の上端側中途部に載置

又は係止された蓋体がそこから下方に落下しないようにする必要性から，「下方に移

動することが規制されてなる」との要件を必要としたのである。 

 そして，本件明細書の【００３１】によると，蓋体は容器本体内に載置又は係止5 

される外形として円盤状に成形される。 

(3) 被告製品１の構成 

被告製品１の蓋体は，断面略コ字状のキャップ式蓋体で，容器本体に着脱自在

な嵌合式であるところ，本件発明の蓋体に相当する部分は天板であって，スカート

状の周側板ではない。そして，被告製品１の天板は容器本体の上端にあり，上端側10 

中途部に載置又は係止されていない。 

仮に，上記周側板を含めて蓋体であるとしても，蓋体の周側板が接触している容

器本体の位置は容器本体外である上に，容器本体の「上端部外周縁」であって，「上

端側中途部」ではない。また，被告製品１の蓋体は容器本体にキャップ式に外嵌合

している以上，容器本体内に載置又は係止され下方に移動することが規制されてい15 

ない。 

(4) 以上より，被告製品１は構成要件Ｂを充足しない。 

２ 争点１－２（被告製品１は本件発明１の技術的範囲に属するか（構成要件Ｅ

の充足性））について 

（原告鳥越の主張） 20 

(1) 被告製品１の昇降板の下面の突部は，固形石鹸を削ぎ取る削ぎ取り部に該

当する。 

すなわち，被告製品１の使用方法に関する説明文書（甲１０）には，「スティック

の穴が開いている面に洗顔料をつけます。（固形石鹸の場合はこすりつけるようにし

ます）」との記載があり，その記載の左横には文章の説明の写真として，昇降板の下25 

面に洗剤のようなものが付着したものが載せられている。このように，被告製品１



- 11 - 

について，被告自身が，昇降板の下面部分に固形石鹸をこすりつけて使用すること

を自認している。そして，昇降板の下面に存在する突部は昇降板に開けられたすべ

ての穴の周囲に存在しており，昇降板下面に固形石鹸をこすりつければ必然的に固

形石鹸が突部に触れて削ぎ取られ，固形石鹸を削ぎ取るための役割を果たす。 

また，原告らが，平成２８年７月２０日，被告に対して，被告製品１が本件特許5 

権を侵害し，又は不正競争行為に該当することなどを記載した通知書（甲２３）を

送付し，削ぎ取り部の同一性についても指摘したところ，被告は昇降板に突部のな

い製品を製造，販売するようになった。 

さらに，原告製品及び被告製品１は，いずれも樹脂を成形して製造されていると

ころ，完成後の形はこの樹脂を注入する型に依存する。そして，被告補助参加人に10 

は突部がない製品を製造する能力があることは明らかであり，また被告製品１の昇

降板下面部の突部の形状等に照らせば，突部が固形石鹸を削ぎ取る削ぎ取り部とし

て意識的かつ積極的に形成されたものであることは明らかである。 

 (2) したがって，被告製品１は構成要件Ｅを充足し，本件発明１の技術的範囲

に属する。 15 

（被告及び被告補助参加人の主張） 

  本件明細書の【００２３】の記載によれば，本件発明は固形石鹸を削ぎ取る削

ぎ取り部を積極的に設けて，洗浄剤として固形石鹸を容器本体内に容易に充填する

ことを可能としたものである。 

 しかし，被告製品１の突部は，製造時の初期段階で発生した突起にすぎず，突部20 

の突出度はわずかであり，その突出度は本件特許の実施品である原告製品と明らか

に相違しているから，固形石鹸を削ぎ取ることを意図して意識的に削ぎ取り部とし

て形成したものではない。 

したがって，被告製品１は構成要件Ｅを充足せず，本件発明１の技術的範囲に属

さない。 25 

 ３ 争点２（被告の過失の有無）について 
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 （被告及び被告補助参加人の主張） 

  仮に被告製品１が本件発明１の技術的範囲に属するとしても，本件特許が登録

されたのは平成２８年６月２４日であり，その特許公報が発行されたのは同年７月

２７日であった。そして，被告は原告らからの同月２０日付けの通知書（甲２３）

によって本件特許権の存在は知ったが，その時点では特許公報が未発行であったた5 

め，本件特許の内容を知る余地がなかった。 

同月２７日に特許公報が発行されるまでは，特許法１０３条の過失の推定規定は

適用されず，被告に故意・過失はないから，損害賠償の対象になるのは同日から同

年８月６日までの販売分のみである。 

 （原告鳥越の主張） 10 

  本件特許が平成２８年６月２４日に登録され，同年７月２７日に特許公報が発

行されたことは認め，被告及び被告補助参加人のその余の主張は否認し，争う。 

原告製品は，被告が被告製品１の販売を開始した時期には，既に全国に広く流通

していて，テレビや雑誌等でも取り上げられるなどしていたし，平成２７年８月３

日の時点で本件発明が公開もされていたから，被告及び被告補助参加人において原15 

告製品及び本件発明を参照する機会が十分に存在していた。 

 その上，上述のとおり，被告製品１の昇降板は，原告製品の昇降板と完全に同一

なデッドコピーと呼べるものであるところ，原告製品や本件発明を一切参照するこ

となく，このように形状が同一の物品を製造することはあり得ない。したがって，

被告及び被告補助参加人は，原告製品を当然に参照しており，被告には過失がある。 20 

 ４ 争点３（特許権侵害に係る原告鳥越の損害額）について 

 （原告鳥越の主張） 

(1) 被告は，平成２８年６月１日から同年８月６日までの６７日間に，被告製

品１を少なくとも合計２４１万２０００個販売した。 

他方で，原告鳥越は本件特許を自ら実施して原告製品を製造し，原告富士に納品25 

しており，１個あたりの納品額は２８０円で利益額は７０円を下らない。原告鳥越
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は，上記期間の当時，洗浄剤用泡だて器を１日あたり３０００個，６７日間で２０

万１０００個製作する能力を有していたところ，上記期間に原告製品を８万０７４

４個製造，販売した。したがって，原告鳥越は，上記期間中にさらに１２万０２５

６個の原告製品を製造，販売する能力を有していた。 

以上より，原告鳥越の損害は８４１万７９２０円（１２万０２５６個×７０円）5 

であり，これを特許法１０２条１項に基づき請求する。 

  (2) 原告鳥越は本件訴訟の遂行を弁護士に委任したところ，弁護士費用は８４

万１７９２円が相当である。 

 （被告及び被告補助参加人の主張） 

  原告鳥越主張の被告製品１の販売個数は否認し，原告鳥越のその余の主張は不10 

知であり，争う。 

５ 争点４（被告製品は原告製品の形態を模倣したものか）について 

（原告らの主張） 

 (1) 原告製品の形態は，別紙「原告製品・被告製品の形態の構成」の「原告製

品の形態」欄の「原告らの主張」欄記載のとおりである。 15 

  (2) 被告製品の形態は，別紙「原告製品・被告製品の形態の構成」の「被告製

品の形態」欄の「原告らの主張」欄記載のとおりである。 

  (3) 原告製品の形態と被告製品の形態の比較 

ア 全体の構成 

  いずれも，容器本体部，蓋体部，昇降操作棒部，昇降板部で構成されており，20 

各部位の材質はポリプロピレンで，質感はつるつるしている。 

色彩は，原告製品は透明，ブルー，ピンクの３種類であるが，被告製品は透明の

みである。 

イ 容器本体部 

  いずれも，内部に洗浄剤と湯水とを収容する収容空間が形成されている円筒25 

状の容器であり，高さ８ｃｍ，内径７．７ｃｍである。 
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容器本体部の上方開口部は，原告製品は外方に花弁状に開いた装飾が形成されて

いるのに対して，被告製品にそのような装飾はないが，需用者に与える印象の差は

軽微である。 

ウ 蓋体部 

 いずれも，中央に１．１ｃｍの挿通穴が形成されている。 5 

原告製品の蓋体部は容器本体部の上端側中途部に係止された径７．７ｃｍの円盤

状であるのに対して，被告製品の蓋体部は容器本体部の上端部に載置された内径８．

２ｃｍの逆皿状であるが，需用者に与える印象の差は軽微である。 

エ 昇降操作棒部 

 いずれも中途部が蓋体部の挿通穴に挿通され，下部に昇降板が装着されてい10 

る棒である。 

原告製品は上方に環状の昇降操作部が形成され，長さは１０．２ｃｍであるのに

対して，被告製品は上方に十字状の昇降操作部が形成され，長さは１０．５ｃｍで

あるが，需用者に与える印象の差は軽微である。 

オ 昇降板部 15 

 いずれも，昇降操作棒部の下端に装着され，洗浄剤と泡が貫通する７３個の

穴が形成された径７．２ｃｍの円盤状の板である。昇降板部の下面には原告製品及

び被告製品１にはいずれも固形石鹸と摺接させることにより当該固形石鹸を削ぎ取

る削ぎ取り部が形成されているが，被告製品２には削ぎ取り部が形成されていない。 

  カ 原告製品と被告製品は，ほぼ同じ外径，高さの円筒形の容器と蓋，昇降20 

棒，操作部及び昇降板からなり，操作部の形状，原告製品の容器上端部が外側に広

がっていること，被告製品の蓋体にスカート部があることという軽微な違いはある

ものの，全体から観察すれば，同じような印象を与える洗浄剤用泡だて器である。 

原告製品が消費者にアピールするのはきめ細やかで簡単にはつぶれない泡を容易

に作り出すことにあり，そのように泡を作り出す鍵は昇降板のデザインにある。昇25 

降板のデザインによって，作り出される泡は全く変わってくる。そして，原告製品
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を購入した需要者がブログ等において注目している点は，「泡立ち」や「泡のきめの

細かさ」であり，それを作り出しているのが昇降板である。 

以上より，原告製品の要部となる形態は昇降板にあり，需用者も昇降板のデザイ

ンに着目して原告製品を選んでいるから，被告製品の形態は原告製品の形態と実質

的に同一である。 5 

  (4) 被告による原告製品の模倣等 

 上述した原告製品と被告製品の形態上の同一性に加え，次の事情を考慮すれば，

被告製品は原告製品の形態を模倣したものであることが明らかである。 

すなわち，原告製品は，平成２６年６月から東急ハンズ，イオン等の量販店で販

売され，市場で好評を博していたのに対して，被告製品は平成２８年６月頃より出10 

回っている。 

また，被告製品の昇降板は，外径寸法及び厚み寸法，貫通穴の径寸法，貫通穴の

数，昇降板の中央に穿設されている昇降棒の取付け穴の形状及び大きさまで原告製

品の昇降板と全く同一であるから，原告製品の昇降板を摸倣したものであることは

明らかである。そもそも，「泡立たせる」という商品の機能を確保するためだけであ15 

れば，原告製品の昇降板を摸倣する必要はなく，従来技術である丙２，４及び５に

記載された昇降板を採用すれば済むはずである。 

（被告及び被告補助参加人の主張） 

(1) 被告製品の形態は，別紙「原告製品・被告製品の形態の構成」の「被告製

品の形態」欄の「被告及び被告補助参加人の主張」欄記載のとおりである。 20 

(2) 原告製品の形態と被告製品の形態の比較 

原告製品と被告製品とをその形態において対比すると，別紙「原告商品と被告

商品の形態対比表」に示すように，次の共通点と相違点がある。 

ア 共通点 

 容器本体と蓋体と昇降操作棒（昇降棒）と昇降板とからなる泡だて器として25 

の全体の構成態様について概念的に共通点はある。しかし，当該共通点は，例えば，
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丙４や丙５等の図面にも開示された周知ないしは少なくとも公知のありふれた商品

形態である。原告らは昇降板の同一性を主張しているが，原告製品の昇降板と同一

の形態からなる洗浄剤用泡だて器が多数販売されている（丙１０参照）。 

 イ 相違点 

 原告製品と被告製品とは，次の具体的形態において明らかに相違する。これ5 

らの相違点は被告補助参加人が独自に創作した形態である。 

  (ｱ) 容器本体 

原告製品の容器本体は上面開口型の有底状の容器であるが，容器本体のボ

ディ部は円筒状で，容器本体の上端部より下方側の中途部の容器本体内に円周状に

段部を形成し，当該段部より上方が外側に大きくラッパ状に拡径してなり，しかも10 

上端内周縁に花弁を形成すべく弧状の凸凹ラインが形成されてなるもので，それ自

体特徴ある独自な形態である。 

これに対し，被告製品の容器本体はありふれた上面開口型の円筒状の有底形状で，

断面コ字状である。 

したがって，容器本体の外観形態は著しく相違する。 15 

  (ｲ) 蓋体 

原告製品の蓋体は，容器本体内の上端側中途部，すなわち容器本体内の段

部に係止されるべく下向き鍔部を外周縁に形成した薄板円板形状である。 

これに対し，被告製品の蓋体は，容器本体の上面開口部を開閉すべく容器本体に

外嵌合される断面略コ字状のキャップ式蓋体で，しかも当該蓋体の外周縁には下向20 

きスカート状の周側板が形成され，さらに当該周側板の下端周縁は波状を呈してな

る態様である。 

上記対比から明らかなように，原告製品の蓋体は容器本体内に係止するために単

なる円板形状の中敷蓋であるのに対し，被告製品の蓋体は容器本体に外嵌合される

キャップ式の蓋体であって，その形態は全く異なるものであり，明らかに創作ポイ25 

ントが異なり，しかもこの創作ポイントは外観上において識別できる形態相違であ
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る。 

(ｳ) 昇降棒上端の操作部（つまみ部） 

原告製品の昇降棒上端に形成された操作部（つまみ部）は，略？形状を変

形したリング体が，昇降棒上端から上向き突設した特異な形態からなる。 

これに対し，被告製品のつまみ部は，昇降棒上端に略十字状に外方に突設した平5 

面フラット面からなる独自な個性のある十字状形態である。 

したがって，当該昇降操作部（つまみ部）は，全くその外観形態を異にするもの

で，しかも当該つまみ部は容器本体から上方に裸出突設してなるため，外観上明ら

かに両者の形態相違が識別できる。 

(3) 原告製品と被告製品とは，需要者が最も知覚で認識することができる面積10 

の大なる容器本体や蓋体及び容器本体から外部に裸出しているつまみ付昇降棒のつ

まみ部の形態が明らかに異なっており，両者の形態が同一又は実質的同一と判断さ

れる余地はない。しかも，その異なる点は被告補助参加人が独自に創作した商品形

態であって，意匠の登録もされている（丙７）から，決して原告製品の形態を模倣

したものではない。 15 

 ６ 争点５（原告富士による請求の可否）について 

 （原告富士の主張） 

  原告富士は，原告製品の企画段階から，原告鳥越と共同して製品開発に携わっ

て資金，労力を投下し，原告鳥越と平成２７年３月９日に継続的商品取引基本契約

を締結した。また，原告富士は，原告製品の製品名を登録商標とする商標権（甲２20 

６）を有し，その製品名を独占的に使用して原告製品を販売できる唯一の販売業者

である。 

したがって，原告富士は不正競争によって営業上の利益を侵害された「他人」（同

法４条，１４条）に該当する。 

 （被告及び被告補助参加人の主張） 25 

  原告富士は，原告鳥越との間で商品を取引販売する権利を有しているのみであ
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って，原告製品の開発者ではないから，不正競争防止法２条１項３号の請求人適格

を欠く。 

７ 争点６（不正競争防止法違反に係る原告らの損害額）について 

（原告鳥越の主張） 

(1) 被告は，平成２８年６月１日から同年１０月３１日までの１５３日間に，5 

被告製品を少なくとも合計５５０万８０００個販売した。 

他方で，原告鳥越は原告製品を製造して原告富士に納品しており，１個あたりの

納品額は２８０円で利益額は７０円を下らない。原告鳥越は，上記期間の当時，洗

浄剤用泡だて器を１日あたり３０００個，１５３日間で４５万９０００個製作する

能力を有していたところ，上記期間に原告製品を１２万２６２４個製造，販売した。10 

したがって，原告鳥越は，上記期間中にさらに３２万７３７６個の原告製品を製造，

販売する能力を有していた。 

以上より，原告鳥越の損害は２２９１万６３２０円（３２万７３７６個×７０円）

であり，これを不正競争防止法５条１項に基づき請求する。 

 (2) 原告鳥越は本件訴訟の遂行を弁護士に委任したところ，弁護士費用は２２15 

９万１６３２円が相当である。 

 （原告富士の主張） 

  (1) 被告による被告製品の販売個数は上記（原告鳥越の主張）の(1)のとおりで

ある。 

他方で，原告富士は原告製品を小売店に納品しており，１個あたりの納品額は４20 

５０円で利益額は９０円を下らない。原告富士は原告鳥越から仕入れた原告製品の

みを販売しているから，原告富士の販売能力は原告鳥越による原告製品の製造能力

が上限となる。したがって，原告富士は，上記期間内において原告製品を４５万９

０００個販売する能力を有していたといえるところ，上記期間に原告製品を１１万

９０７５個販売した。したがって，原告富士は，上記期間中にさらに３３万９９２25 

５個の原告製品を販売する能力を有していた。 
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 以上より，原告富士の損害は３０５９万３２５０円（３３万９９２５個×９０円）

であり，これを不正競争防止法５条１項に基づき請求する。 

  (2) 原告富士は本件訴訟の遂行を弁護士に委任したところ，弁護士費用は３０

５万９３２５円が相当である。 

 （被告及び被告補助参加人の主張） 5 

  原告ら主張の被告製品の販売個数は否認し，原告らのその余の主張は不知であ

り，争う。 

 ８ 争点７（被告製品１の製造，譲渡等のおそれ（差止めの必要性））について 

 （原告鳥越の主張） 

 上述のとおり，被告は被告製品１の製造，販売によって本件特許権を侵害したか10 

ら，特許法１００条１項，２項に基づき被告製品１の製造，譲渡等及びその廃棄を

請求することができる。 

 （被告及び被告補助参加人の主張） 

 被告製品１については，既に被告補助参加人が製造を中止し，被告が販売を中止

しており，今後も一切販売する意思がない。 15 

 ９ 争点８（謝罪広告の要否）について 

 （原告らの主張） 

  原告らは，原告製品を開発し，又は販売し，その安全性，有効性を周知させる

ために努力してその普及を図った結果，雑誌への掲載，テレビ番組での放映，タレ

ントのＳＮＳでの紹介等がなされ，画期的な洗浄剤用泡だて器として人気となり，20 

東急ハンズ，イオンなどといった大手販売店にて人気商品となった。 

しかし，被告が本件特許権を侵害し，又は不正競争行為をして被告製品を原告製

品の１０分の１の値段（１個１００円）という廉価で大量に販売したことにより，

逆に原告製品が原告らのオリジナル製品であることも疑問視されるに至り，原告ら

は取引先から取引を留保されるなど，原告らの業務上の信用は大きく毀損された。25 

これにより原告らが被った無形的侵害は大きく，それを回復するためには謝罪広告
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の掲載が必要である。 

 （被告及び被告補助参加人の主張） 

  争う。 

第４ 当裁判所の判断 

 １ 本件発明について 5 

 本件明細書によれば，本件発明は，液体石鹸や粒状石鹸等の石鹸類や洗顔料等の

洗浄剤を用いて泡を作り出す際に使用される洗浄剤用泡だて器に関するものであり

（【０００１】），従来の泡だて器では，粒子径の細かい泡を作ることは困難であった

り，やや時間がかかったりするほか，極めて使い勝手が悪いなどの課題があった

（【０００５】）ことから，簡単に且つ粒子径が細かい泡を作り出すことができると10 

ともに，黴等の細菌が繁殖する危険性も回避することができ，操作性にも優れた新

規な洗浄剤用泡だて器を提供することを目的とするものである（【０００６】）。すな

わち，本件発明は，容器本体内に適当量の洗浄剤と少量の湯水とを収容し，蓋体を

容器本体の上端側中途部に載置又は係止させるとともに，上記昇降操作棒の上端に

形成された昇降操作部を把持しながら，該昇降操作棒を昇降操作し，それに伴って15 

上記昇降板が昇降することにより，容器本体内に収容された洗浄剤と湯水とが混合

されるとともに，この昇降板に形成された多数の貫通穴を通過して該昇降板の上方

及び下方に繰り返し移動し，こうした洗浄剤と湯水との混合物の移動が繰り返され

ることにより，上記蓋体の下方には多数の泡が作り出される（【０００８】）という

ものである。 20 

 ２ 争点１－１（被告製品１は本件発明１の技術的範囲に属するか（構成要件Ｂ

の充足性））について 

  (1) 構成要件Ｂの「蓋体」について 

   ア 被告及び被告補助参加人は，構成要件Ｂの「蓋体」に相当するのは，被

告製品１のキャップ式蓋体ｆの天板ｃのみであり，これは「容器本体の上端側中途25 

部に載置又は係止」されていないから，被告製品１は構成要件Ｂを充足しないと主
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張している。 

 確かに，本件発明１の実施例でもある本件明細書の【００２８】以下及び図面記

載の実施例では，被告製品１の天板ｃと同じく円盤状に成形された蓋体が用いられ

ている（【００３１】，図２，４）。しかし，本件明細書の【課題を解決するための手

段】の項では，「蓋体は，容器本体の上端側中途部に載置され又は係止され下方に移5 

動することが規制されてなるとともに中央又はその近傍には挿通穴が形成されたも

のであれば良く，上記容器本体の形状に対応した形状であれば良い」（【００１０】）

とされ，蓋体が実施例に記載された形状のものに限定されていない。 

   イ また，本件発明において蓋体が備えられることの技術的意義に照らして

検討するに，本件発明において蓋体は，容器本体の上端側中途部に載置され，又は10 

係止されていることから，昇降板に形成された貫通穴には，容器本体内で作り出さ

れた泡も上方から下方及び下方から上方に繰り返し通過する。すなわち，昇降操作

棒を下降させることにより昇降板に形成された多数の貫通穴を湯水と混合された洗

浄剤が通過することにより作り出され昇降板の上方に位置した泡は，次いで，昇降

板が上昇操作されることにより，蓋体と昇降板との間で圧縮され，再び多数の貫通15 

穴を通過して昇降板の下方に移動する。したがって，こうして繰り返される昇降板

の昇降操作により，洗浄剤と湯水との混合物ばかりではなく，一旦作られた泡も繰

り返し多数の貫通穴を通過することから，より細かい粒子径の泡を作り出すことが

できる（本件明細書【０００８】，【０００９】，【００２２】，【００３９】）。 

 このような本件発明における蓋体の機能に照らすと，蓋体は，上方に開口が形成20 

された容器本体（構成要件Ａ）の「蓋」として，容器本体内に配置される昇降板と

の間で泡を圧縮することができる空間を形成する部分（容器本体の開口部を塞いで

泡の圧縮空間の天井となる部分）を備えている必要があると解される。 

   ウ そして，別紙「イ号物件説明図」からすると，被告製品１の構成ｂのキ

ャップ式蓋体ｆでは，天板ｃのみが容器本体ａの開口部を塞いで泡の圧縮空間の天25 

井となる部分を形成しているのではなく，スカート状の周側板ｄの一部と合わせて
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開口部を塞いでいると認められるから，その余の付加的部分を含めたキャップ式蓋

体ｆ全体が構成要件Ｂの「蓋体」に対応すると認めるのが相当である。 

  (2) 「容器本体の上端側中途部に載置又は係止され」について 

   ア 被告及び被告補助参加人は，被告製品１における周側板ｄを含むキャッ

プ式蓋体ｆ全体が構成要件Ｂの「蓋体」に相当するとしても，構成要件Ｂの「容器5 

本体の上端側中途部に載置又は係止され」とは「容器本体内」の上端側中途部に載

置又は係止されることを意味するから，キャップ式蓋体ｆと容器本体ａの外側で嵌

合する被告製品１は構成要件Ｂを充足しないと主張しているのに対し，原告鳥越は

蓋体が載置又は係止される場所は「容器本体内」に限られず，「容器本体外」の上端

側中途部であってもよいと主張している。 10 

   イ そこで，本件特許の特許請求の範囲及び本件明細書の記載を検討する。 

(ｱ) まず特許請求の範囲では，「容器本体の」とのみ記載されており，その

文言からは直ちにその意義を決することはできない。 

(ｲ) そこで，本件明細書の記載をみると，確かに，例えば，【課題を解決す

るための手段】の項の【０００８】ないし【００１０】，【００１３】，【発明の効果】15 

の項の【００２３】及び【発明を実施するための形態】の項の【００３６】ないし

【００４０】のように，「容器本体内」や「容器本体２内」という文言を用いて，容

器本体の内側を指すことを明確にしている箇所もみられる。そして，原告鳥越は，

本件明細書では，「容器本体内」の語と「容器本体」の語とを使い分けていると主張

する。 20 

 しかし，【実施例】の項の【００４６】では，本件発明の実施例についての説明と

して，「上記実施の形態に係る洗浄剤用泡だて器１では，上記容器本体２の上端側中

途部に蓋体３が載置されるものを図示して説明した」と記載されているところ，【０

０２９】で引用されている図１及び図２を見ると，上記「容器本体２の上端側中途

部」とは，「容器本体２内の上端側中途部」の意味であると理解するほかない。この25 

ように，本件明細書には，「容器本体」を「容器本体２内」という意味で用いている



- 23 - 

箇所もある。 

それどころか，本件明細書には，次のように，蓋体が容器本体内に存在している

ことを当然の前提とした記載がみられる。 

 すなわち，発明の内容を一般的に説明した【課題を解決するための手段】の項の

【０００９】の最終行には，「昇降操作棒を上方に引き上げることにより，上記容器5 

本体内から昇降板及び蓋体を取り除き，該容器本体内に手を入れて内部の泡をすく

う等して取り出し，洗顔等に用いれば良い」との記載がある。この記載で「容器本

体内」とあるのは，本件発明の実施例の説明部分である【００４０】にも，「昇降操

作棒４を上方に引き上げ，容器本体内２内から上記蓋体３と昇降板５とを取り出す」

とか，「昇降操作棒４を上方に引き上げると，上記昇降板５が上記蓋体３に当接し，10 

該昇降板５と蓋体３とは一体的に容器本体２内から取り出される」との記載がある

ことを考慮すると，単なる誤記とは思われない。 

 確かに，蓋体がどこに存在しているかということと，蓋体がどこに載置又は係止

されているかということは別の問題ではあるが，本件明細書にはこれらを区別して

いることをうかがわせる記載は見当たらないし，特に上記【０００９】や【００４15 

０】の記載内容に照らせば，上記の【０００９】の最終行の記載は，蓋体の全体が

容器本体内に存在することを前提とした記載であると理解するのが自然であり，そ

れと異なり，これらの記載が，蓋体の一部のみが容器本体内に存在しつつも，その

載置又は係止場所は容器本体外である場合も含む記載と理解することは困難である。 

    (ｳ) さらに，本件明細書の実施例では，蓋体が容器本体内に存在し，かつ，20 

容器本体内の上端側中途部に載置されている例のみが記載され，その説明をした

【００４６】では，「容器本体２の上端側中途部に係止され」るものであっても良い

と記載されているが，上記判示のとおり，この【００４６】では，「容器本体２の上

端側中途部」という文言を「容器本体２内の上端側中途部」という意味で用いてい

るのである。これらの実施例の説明や図面の内容に照らせば，本件明細書では，蓋25 

体が容器本体内に載置又は係止されているものしか開示されておらず，蓋体が容器
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本体外に載置又は係止される構成が示唆されているとは認められない。 

    (ｴ) 加えて，本件発明１において蓋体が備えられることの技術的意義及び

構成要件Ｂで蓋体が「下方に移動することが規制されてなる」ことが必要とされて

いることに照らしても，蓋体は容器本体内に載置又は係止されている必要があると

解するのが相当である。 5 

 すなわち，上記(1)で判示したとおり，本件発明１は，容器本体内に位置する昇降

板の昇降操作を繰り返すことにより，昇降板に形成された多数の貫通穴に，泡を繰

り返し通過させ，より細かい粒子径の泡を作り出すことを目的としているところ，

その過程で，泡は容器本体内で作り出されること（【０００９】，【００３７】，【００

４０】）からすると，蓋体のうち，少なくとも容器本体の開口部を塞いで泡の圧縮空10 

間の天井となる部分は，その圧縮空間を容器本体内に確保する位置に存在している

ことが必要であると認められ，このために「蓋体」は，「下方に移動することが規制

されてなる」ものとされていると解される。 

 そして，その上で，もし蓋体の一部が容器本体外に存在している場合には，必然

的に蓋体が容器本体の上端部をまたぐ形となり，それによって自ずと，蓋体は下方15 

に移動することが規制されることになるから，あえて「下方に移動することが規制

されてなる」ものとするための構成を設ける必要はないことになる。逆にいえば，

蓋体の全部が容器本体内に存在するからこそ，容器本体内の泡の圧縮空間を確保す

るために蓋体を下方に移動させないための構成を設ける必要が生じることになる。

これらの記載に加え，本件明細書の【０００９】では，昇降板と蓋体との間で容器20 

本体内で作り出された泡を圧縮させることが可能なのは，「容器本体の上端側に蓋体

が載置され又は係止されている」ためであるとされていることからすると，本件発

明１が，「容器本体の上端側中途部に載置又は係止され下方に移動することが規制さ

れてなる」ものとしているのは，蓋体の全部が容器本体内に存在することを前提と

し，したがって，その載置又は係止場所が容器本体内であることを前提として，そ25 

の載置又は係止によって初めて蓋体が下方に移動することが規制されていることを
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想定していると解するのが合理的である。 

  (ｵ) 以上より，構成要件Ｂの「容器本体の上端側中途部」とは「容器本体

内の上端側中途部」の意味であると解するのが相当である。 

これに対し，原告鳥越は，蓋体が容器本体に載置又は係止される場所が容器本体

外であっても，本件発明の作用効果は確保されるから，上記のように限定して解釈5 

することは相当でないと主張するところ，確かに，容器本体内に泡の圧縮空間を確

保するという蓋体の作用効果は，蓋体が容器本体の外で載置又は係止される場合に

も奏することになるようには思われる。しかし，そもそも上記の蓋体の作用効果は，

容器本体の開口部を塞いで泡の圧縮空間の天井となる部分の位置によって得られる

ものであり，蓋体が容器本体に載置又は係止される位置自体によって得られるもの10 

ではないから，作用効果の観点からすれば，蓋体が容器本体の上端側中途部で載置

又は係止される場合に限る必要はないはずである。そうすると本件では，本件発明

において，蓋体の位置ではなく，蓋体が容器本体に載置又は係止される場所を，容

器本体の「上端側中途部」と限定したことの技術的意義が問題となるが，本件明細

書の記載や本件特許の出願経過（丙３の１，２）をみても，この点は判然としない。15 

これらのことからすると，「容器本体の上端側中途部」の意義について，原告鳥越が

主張するように，蓋体の作用効果を奏する場合を広く含むと解することは相当では

なく，本件明細書の記載や開示の限度，この要件が必要となる前提的状況を勘案し

て，上記のとおり解するのが相当である。 

(3) 被告製品１の構成について 20 

被告製品１の蓋体（天板及びスカート状の周側板）は，構成ｂの内容に照らせ

ば，容器本体内の上端側中途部に載置又は係止されていると認めることはできない

から，被告製品１は構成要件Ｂを充足しない。 

  (4) したがって，被告製品１は本件発明１の技術的範囲に属さないから，その

余の特許権侵害に係る争点について判断するまでもなく，被告の本件特許権侵害を25 

理由とする原告鳥越の請求には理由がない。 
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３ 争点４（被告製品は原告製品の形態を模倣したものか）について 

  (1) まず，原告製品と被告製品の形態が実質的に同一であるかについて検討す

る。 

  (2) 原告製品及び被告製品の形態 

   ア 原告製品の形態 5 

弁論の全趣旨によれば，原告製品の形態は，別紙「原告製品・被告製品の形

態の構成」の「原告製品の形態」欄の「原告らの主張」欄記載のとおりと認められ

るが，証拠（甲７，１１，１２，１４，１６，１８，２０，２２，丙９）及び弁論

の全趣旨によれば，より詳しくは，同別紙の「原告製品の形態」欄の「裁判所の補

足的認定」欄記載のとおりであると認められる。 10 

   イ 被告製品の形態 

   証拠（甲６，１０）及び弁論の全趣旨によれば，被告製品の形態は，別紙

「原告製品・被告製品の形態の構成」の「被告製品の形態」欄の「裁判所の認定」

欄記載のとおりであると認められる。 

(3) 原告製品の形態と被告製品の形態の比較 15 

  ア 共通点 

  上記認定によれば，原告製品の形態と被告製品の形態の共通点は次のとおり

である。 

   (ｱ) 容器本体部，蓋体部，昇降操作棒部，昇降板部で構成されており，各

部位の材質はポリプロピレンで，質感はつるつるしている点。原告製品のうち色彩20 

が半透明の製品については，被告製品の色彩も半透明である点。 

   (ｲ) 容器本体が上方に開口部が形成され，内部に洗浄剤と湯水とを収容す

る収容空間が形成されている円筒形で有底状の容器であり，高さ８ｃｍ，内径７．

７ｃｍである点。 

   (ｳ) 蓋体の中央に１．１ｃｍの挿通穴が形成されている点。 25 

   (ｴ) 昇降操作棒の上端に昇降操作部（昇降用つまみ部）が形成され，中途
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部（軸部）は蓋体部の挿通穴に挿通され，下部に昇降板が装着されている点。 

   (ｵ) 昇降板が昇降操作棒部の下端に装着され，略全面に洗浄剤と泡が貫通

（通過）する７２個の穴及び操作棒が螺入される穴が形成された径７．２ｃｍの円

盤状の板である点。 

    (ｶ) 原告製品と被告製品１については，昇降板の下面の各穴の周辺に突部5 

が形成されている点。 

  イ 相違点 

  上記認定によれば，原告製品の形態と被告製品の形態の相違点は次のとおり

である。 

   (ｱ) 原告製品のうち色彩がブルー又はピンクの製品については，被告製品10 

の色彩が半透明である点。 

(ｲ) 原告製品の容器本体の開口部は外方に花弁状に開いているのに対し，

被告製品の容器本体の開口部にそのような形状はみられず，容器本体が断面コ字状

である点。 

(ｳ) 原告製品の蓋体は容器本体内の上端側中途部に係止された径７．７ｃ15 

ｍの円盤状であるのに対し，被告製品の蓋体は容器本体外の上端側中途部又は上端

部外周縁に載置又は係止された径８．２ｃｍの逆蓋状（周側板のあるキャップ式）

である点。 

(ｴ) 原告製品の昇降操作部（昇降用つまみ部）は環状であるのに対し，被

告製品の昇降操作部（昇降用つまみ部）は上面が平坦面な略十字状である点。 20 

(ｵ)原告製品の昇降操作棒は１０．２ｃｍであるのに対し，被告製品の昇降

操作棒は１０．５ｃｍである点。 

(ｶ) 原告製品の昇降板の下面の各穴の周辺には突部が形成されているのに

対し，被告製品２の昇降板の下面は平坦面である点。 

  ウ 本件に関連する事実関係 25 

  証拠（丙２）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。 
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すなわち，公開特許公報（昭６０－９７０３２）には，発明の名称を「気体を物

質中に補足する方法および装置」とする次の(ｱ)記載の発明（特許請求の範囲の４）

等が記載されており，その明細書では次の(ｲ)の説明がされているほか，実施例とし

て別紙「装置図面」記載の装置の図面が添付され，これについて次の(ｳ)の説明がさ

れている。 5 

   (ｱ) 液体又は液体－固体混合物の中に空気又は不活性気体を迅速に捕捉さ

せる装置であって，容器(B)を含み，該容器を貫通して摺動するピストン(A)はその

下端部で，マルチチャンネルの通路を具備した少なくとも１つの要素(C)に連結され

ていることを特徴とする，気体を物質中に捕捉する装置。 

   (ｲ) 主要な技術的用途として，医薬品および化粧品（クリーム，軟こう）10 

の分野，あるいは泡立てクリーム…等の食料品の分野がある。 

 …一般に，液体又は液体－固体混合物の内部に空気を捕捉させた物質は明らかに

フォーム（泡）の形態であって，実際上気体状の分散であり，空気又は不活性気体

が液体中に連続的な位相をなして存在する。 

(ｳ) 第１図に略示する装置は４つの主要な構成要素から成る。すなわち，15 

容器(B)，所望によりカバー(F)によって包囲することのできる金属スプリング(E)を

組付けたピストン(A)，および多数の通路(D)を備えた要素(C)である。ピストンが容

器の内方および外方へ移動することによりこのピストンが金属スプリングによって

補助されて作用を遂行し，成分は混合され空気と共に要素(C)の上方のピストン上部

の通路を貫通して強制される。その後すぐに気体を捕捉した物質が容器(B)内に生成20 

される。 

エ 形態の実質的同一性の有無 

  (ｱ) まず，原告製品及び被告製品の外部の形状について検討する。 

ａ 確かに，上記アで認定したとおり，原告製品と被告製品には，全体

の構成に加え，容器本体の大きさやその開口部以外の容器の形状，蓋体の挿通穴の25 

大きさ，昇降操作棒の構成等において共通点がみられる。 
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しかし，原告製品の販売以前から，化粧品等に用いる泡立て器として上記で認定

した装置が開示されていたのであり，これらと原告製品及び被告製品を比較すると，

容器本体部，蓋体部，昇降操作棒部及び昇降板部からなる原告製品及び被告製品の

全体の構成が特徴的なものであるとは認められない。また，石鹸を泡立てるという

用途ないし機能を考えると，容器本体の大きさやその開口部以外の容器の形状，蓋5 

体の挿通穴の大きさ，昇降操作棒の構成等の形態が格別特徴的なものであるともい

えない。 

ｂ 他方で，上記認定のとおり，原告製品と被告製品は，容器本体の開

口部の形状，蓋体の形状，大きさ及びその設置の場所・方法が相違している。 

このうち蓋体の形状の相違点は，円盤状か逆蓋状（周側板のあるキャップ式）か10 

というものであって，顕著な相違であるし，被告製品の蓋体は容器の外部，しかも

上側の目立つ場所にあり，需要者が各製品を使用する際に常に触れる場所であるこ

とからしても，蓋体の形状の相違は，形態の実質的同一性を考えるに当たって，重

視すべきものというべきである。 

しかも，原告製品と被告製品には，蓋体を設置する容器本体の開口部の形状にも15 

相違点がみられるところ，その開口部の形状の相違は，蓋体の形状や大きさ，その

設置の場所・方法の違いと相まって，原告製品の形態と被告製品の形態の違いを際

立たせているということができる。 

すなわち，原告製品の容器本体の開口部は外方に花弁状に開いており，その形状

自体，特徴的である上に，その開口部の内側に円盤状の蓋体が設置されているから，20 

容器本体に蓋体を設置した状態でも，容器本体の開口部の上向きに開いた花弁形状

が目立っている。これに対し，被告製品の容器本体の開口部には，原告製品のよう

な形状はみられず，被告製品は容器本体が断面コ字状という一般的な容器の形状で

ある上に，蓋体が逆蓋状（周側板のあるキャップ式）で，周側板の下端周縁が波状

であること等から，容器本体に蓋体を設置した状態では，容器本体の開口部が蓋体25 

で覆われることになり，容器本体が蓋体によって下向きに密閉されているという印
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象を与えるものとなっている。 

さらに，原告製品と被告製品は，昇降操作部（昇降用つまみ部）の形状において

も相違しているところ，容器本体に昇降操作棒を設置し，容器本体を立てた状態で

は，昇降操作部が容器本体から突出し，最も上部に位置することになるから，その

相違点が需要者に与える印象は強いものとなる。そして，昇降操作部の形状は，原5 

告製品のは環状であるのに対し，被告製品のは上面が平坦面な略十字状であり，上

記認定の容器本体の開口部と蓋体の形状等と相まって，原告製品の方が立体的な印

象を与え，被告製品は平坦な印象を与えるという点で，需要者に与える印象が相当

異なるものというべきである。 

   (ｲ) 次に，原告製品及び被告製品の内部の形状について検討する。 10 

原告らは，原告製品及び被告製品の内部の形状について，原告製品と被告製品は

昇降板の形状や大きさ等が共通しており，しかも，原告製品と被告製品１の昇降板

の下面に突部が形成されている点の共通性を指摘する。 

しかし，昇降板の機能からすると，本体容器の内面に沿う形状や大きさにならざ

るを得ないし，穴を開けることも機能上必要である上，昇降板の形状が単なる丸い15 

円盤状で，穴の形状も単なる丸い穴にすぎない以上，原告製品及び被告製品の昇降

板の形状等は，容器本体内で液体等を泡立てる容器の昇降板としては特徴的なもの

とはいえない。 

また，原告製品と被告製品１の昇降板の下面には突部が形成されているものの，

昇降板は容器本体内部に備えられており，突部は下面に形成されていることに加え，20 

その突起の度合いはわずかであること（甲７，別紙「突部図面」）を踏まえると，需

要者が当然に突部の存在を認識し，それを重視するとまで認めることはできない。 

(ｳ) そして，不正競争防止法２条１項３号の趣旨に照らせば，商品の形態

が実質的に同一かどうかは，商品全体を対比して判断されるべきであるから，昇降

板やその突部の同一性によって直ちに商品形態の同一性が基礎付けられるわけでは25 

なく，昇降板の同一性を商品全体の形態に照らして評価すべきである。そのような
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観点から検討すると，上記(ｱ)ｂで判示したとおり，原告製品と被告製品は，容器本

体の開口部の形状，蓋体の形状，大きさ及びその設置の場所・方法，昇降操作部

（昇降用つまみ部）の形状が相当程度相違している。そして，これらは各製品の外

部から一見して把握し得る相違点で，その相違も大きいことからすると，需要者に

与える印象は，昇降板やその突部の同一性よりも，容器本体の開口部や蓋体，昇降5 

操作部（昇降用つまみ部）に関する上記相違点の方が相当強いというべきである。

そうすると，昇降板やその突部の同一性があっても，容器本体の開口部，蓋体及び

昇降操作部（昇降用つまみ部）に関する上記相違点に照らせば，原告製品と被告製

品の形態が実質的に同一であるとは認められない。 

(ｴ) なお，原告らは，上記外部の形状に関する各相違点があるにもかかわ10 

らず，原告製品と被告製品は全体から観察すれば，同じような印象を与えると主張

しているが，上記判示に照らせば，原告らの主張は採用できない。 

また，原告らは，きめ細やかで簡単にはつぶれない泡を作り出す鍵は昇降板のデ

ザインにあり，原告製品の要部となる形態は昇降板にあるなどと主張しているが，

商品形態の実質的同一性を考えるに当たっては，あくまでも商品全体を対比して形15 

態の実質的同一性を判断すべきである。そして，商品全体を対比した結果は上述の

とおりであるから，原告らの上記主張は採用できない。 

  (4) 以上より，被告製品の形態は原告製品の形態を模倣したものとは認められ

ないから，その余の不正競争行為に係る争点について判断するまでもなく，被告の

不正競争行為を理由とする原告らの請求には理由がない。 20 

４ 結論 

以上によれば，原告らの請求はいずれも理由がないから棄却することとして，

主文のとおり判決する。 

大阪地方裁判所第２６民事部 

 25 
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